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�市報の発行日は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）です。新聞折り込みのほか、市の施設、市内の各駅・郵便局・
　ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ問い合わせてください。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ��������������������������������������

★
英
会
話
（
中
級
）　

フ
レ
ン

ズ　

第
２
・
４
水
曜
日
午
前　
１０

時
〜
正
午
。
中
央
公
民
館
。
月

会
費
２
千
円
。
外
国
人
講
師
。

�
宇
田　

（
３
３
２
）１
２
６
１

０４２

★
茶
道　

沙
羅
の
会　

第
１
・

３
木
曜
日
午
前
９
時　

分
〜
正

３０

午
。
花
小
金
井
南
公
民
館
。
月

会
費
２
千
円（
菓
子
代
別
）。
表

千
家
。
� 
雑  
崎 　

（
３
４
５
）

さ
い 
ざ
き

０４２

１
７
８
９

★
カ
ラ
オ
ケ　

歌
王
会　

第 

１
・
３
木
曜
日
午
後
７
時
〜
９

時
。
花
小
金
井
南
公
民
館
。
月

会
費
２
千
円（
教
材
費
別
）。
�

田
中
０
４
２
（
４
６
１
）
５
０

４
６

★
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ダ
ン
ス
の

会　

第
２
・
４
水
曜
日
午
後
７

時
〜
９
時
。
小
川
公
民
館
。
月

会
費
５
百
円
。
�
中
川　

（
３

０４２

４
３
）
３
９
５
７

★
茶
道　

な
で
し
こ
会　

第
３

土
曜
日
午
後
１
時
〜
５
時
。
鈴

木
公
民
館
。
月
会
費
１
千
円
、

茶
菓
代
３
百
円
。
表
千
家
。
�

窓
阻
０
４
２
（
４
６
１
）
９
６

３
９

★
料
理　

ト
マ
ト
会　

第
４
木

曜
日
午
後
１
時
〜
５
時
。
中
央

公
民
館
。
月
会
費
１
千
円
（
材

料
費
別
）。
�
須
田　

（
３
４

０４２

２
）
４
５
８
７
（
午
後
６
時
以

降
）

★
古
典
文
学　

沙
羅
の
会　

枕

草
子
を
読
む
。
第
２
・
４
火
曜

日
午
後
１
時　

分
〜
３
時　

３０

３０

分
。
上
水
南
公
民
館
。
月
会
費

１
千
５
百
円（
教
材
費
別
）。
�

阿
部　

（
３
４
２
）
０
０
１
４

０４２

氏
名
、職
業
、フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番

号
を
記
入
し
、
武
蔵
野
美
術
大

学
校
友
会
講
演
係
（
〒　

�
８

１８０

７
９
０　

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東

町
３
�
３
�
７
）
へ
（
先
着
順
）

�
０
４
２
２（　

）６
４
０
７
、

２２

�
０
４
２
２
（　

）
７
６
１
２

２２

 
★
小
平
こ
ど
も
劇
場　

月
会
費

１
千
５
百
円
（
４
歳
以
上
）、
百

円
（
３
歳
以
下
）。
例
会
…
「
摩

訶
不
思
議
？
ス
ト
ロ
ー
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
＆
リ
コ
ー
ダ
ー
」
コ
ン

サ
ー
ト（
４
歳
以
上
）。
６
月　
１８

日
（
日
）
�
午
後
２
時
か
ら
、

�
５
時
か
ら
。
福
祉
会
館
市
民

ホ
ー
ル
。
�
小
平
こ
ど
も
劇
場

　

（
３
４
７
）
７
２
１
１

０４２★
小
平
コ
ー
ラ
ス
・
ア
カ
デ
ミ

ー
（
混
声
）　

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
レ
ク
イ
エ
ム
を
歌
う
。
６
月

　

日
（
日
）
午
後
６
時　

分
〜

１１

３０

９
時
。
以
後
月
３
回
程
度
（
土

曜
日
午
前
中
ま
た
は
日
曜
日
午

後
６
時　

分
〜
９
時
）。
ル
ネ

３０

こ
だ
い
ら
。
会
費
５
か
月
１
万

７
千
円（　

歳
以
下
半
額
）。
�

３０

増
田　

（
３
４
１
）
３
９
５
５

０４２

★
書
道　

さ
つ
き
会　

第
１
・

３
土
曜
日
午
前　

時
〜
正
午
。

１０

仲
町
公
民
館
。
月
会
費
１
千
５

百
円
。
�
堀
之
内　

（
３
０
１
）

０４２

１
９
４
７

★
俳
句　

睦
月
会　

第
３
木
曜

日
午
後
２
時
〜
４
時
。
大
沼
公

民
館
。
月
会
費
１
千
円
。
�
上

原　

（
３
４
４
）
２
１
３
４

０４２

�
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
多
摩
第
９
回

定
期
演
奏
会　

６
月　

日（
土
）

２４

午
後
２
時
開
演
。
府
中
の
森
芸

術
劇
場
ウ
ィ
ー
ン
ホ
ー
ル
。
費

用
１
千
円
。
曲
目
…
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
（
マ
ー
ラ
ー
編
曲
）「
死
と

乙
女
」
弦
楽
合
奏
版
ほ
か
。
指

揮
…
久
山
恵
子
。
�
杉
本　
０４２

（
３
４
５
）
４
８
５
８

�
第　

回
小
平
将
棋
名
人
戦
大

１８

会　

６
月　

日
（
日
）
午
前
９

２５

時
受
付
、　

時
対
局
開
始
。
福

１０

祉
会
館
。
会
費
１
千
５
百
円

（
昼
食
、
お
茶
付
）。
ク
ラ
ス

Ａ
級
三
段
以
上
、
Ｂ
級
初
・
二

段
、Ｃ
級
１
級
以
下
。各
級
３
位

ま
で
、
三
勝
賞
。
�
楽
将
会
・

白
井　

（
３
２
３
）
７
０
６
９

０４２

�
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
初
心
者
講
習

会　

６
月　

日
（
木
）
午
後
１

２９

時
〜
３
時　

分
。
市
民
総
合
体

３０

育
館
。
無
料
。
女
性
の
み
。
�

小
平
ラ
ン
デ
ィ
・
大
久
保　

（
３

０４２

４
４
）
９
６
４
５

�
カ
ラ
オ
ケ
コ
ン
サ
ー
ト　

６

月　

日
（
金
）
午
後
２
時
〜
４

３０
時
。
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
。
無

料
。
�
野
ば
ら
の
会
・
仲　

（
３

０４２

４
５
）
８
５
３
３

�
武
蔵
野
美
術
大
学
校
友
会
第

　

回
特
別
講
演
会　

数
学
ｉ
n

２４ム
サ
ビ　

美
の
背
景
に
は
数
学

的
真
実
が
潜
む
。
７
月
２
日

（
日
）午
後
１
時
〜
２
時　

分
。

３０

武
蔵
野
美
術
大
学
（
小
川
町
１

�
７
３
６
）。
無
料
。
３
百
人
。

講
師
…
秋
山
仁
氏（
理
学
博
士
、

数
学
者
）。申
込
み
…
６
月　

日
２３

（
金
）ま
で
に
、
往
復
は
が
き
ま

た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
住
所
、

�
精
神
障
害
の
家
族
相
談
会　

６
月
９
日
、
８
月　

日
、　

月

１１

１０

　

日
、　

月
８
日
、
平
成　

年

１３

１２

１９

２
月
９
日
の
金
曜
日
午
後
１
時

　

分
〜
４
時
。
地
域
生
活
支
援

３０セ
ン
タ
ー
あ
さ
や
け
内
（
小
平

元
気
村
お
が
わ
東
内
、�　

（
３

０４２

４
５
）
２
０
７
７
）。
無
料
。
�

小
平
市
け
や
き
の
会　

（
３
４

０４２

４
）
７
４
６
４

�
ケ
イ
キ
（
子
ど
も
）
フ
ラ
ダ

ン
ス
無
料
体
験　

６
月　

日
・

１０

　

日
の
土
曜
日
午
前　

時　

分

１７

１０

３０

〜
正
午
。東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
。

小
学
生
以
上
。
�
プ
ア
ケ
ア
フ

ラ
ハ
レ
・
松
村
０
９
０
（
２
５

２
２
）
６
９
５
６

�「
幼
稚
園
の
こ
と
知
り
た
い
」

交
流
会　

６
月　

日（
火
）午
前

２０

　

時　

分
〜
正
午
。
小
平
元
気

１０

３０

村
お
が
わ
東
。資
料
代　

円
。未

５０

就
園
児
の
保
護
者
。当
日
、
会

場
へ
。
�
・
�
ポ
コ
ア
ポ
コ
・

依
田　

（
３
４
７
）
７
３
９
４

０４２

（
平
日
午
前　

時
〜
午
後
６
時
）

１０

掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
書
広
報
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
５

　

今
回
は
、
市
民
の
会
議
が

自
治
基
本
条
例
案
を
ど
の
よ

う
に
策
定
し
て
い
く
か
、
ご

紹
介
し
ま
す
。

�
準
備
会
で
会
議
の
枠
組
み

を
決
定

　

市
民
の
会
議
の
発
足
に
先

立
っ
て
、
準
備
会
の
メ
ン
バ

ー
を
公
募
し
ま
す
。

　

準
備
会
で
は
、
市
民
の
会

議
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の

枠
組
み
を
つ
く
り
ま
す
。
発

足
に
向
け
て
会
議
の
進
め

方
、
検
討
方
法
、
策
定
ま
で

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
検

討
し
、
会
則
を
定
め
て
、
市

民
の
会
議
を
設
立
し
ま
す
。

�
市
民
の
会
議
で
条
例
案
を

策
定

　

発
足
し
た
市
民
の
会
議

で
、
条
例
案
作
成
の
た
め
の

調
査
、
研
究
を
行
い
、
条
例

案
に
盛
り
込
む
項
目
や
内
容

の
検
討
を
行
い
ま
す
。

　

条
例
案
の
策
定
は
、
市
民

の
会
議
が
主
体
と
な
っ
て
行

い
ま
す
が
、
そ
の
検
討
過
程

で
、
不
特
定
多
数
の
市
民
が

参
加
で
き
る
地
域
懇
談
会
な

ど
の
手
法
に
よ
り
、
市
民
の

意
見
や
要
望
を
幅
広
く
集
め

て
作
成
し
ま
す
。

�
市
長
へ
条
例
案
を
提
出

　

市
民
の
会
議
は
、
策
定
し

た
条
例
案
を
市
長
に
提
出

し
、
市
は
、
議
案
の
体
裁
に

調
整
し
て
、
議
会
に
提
案
し

ま
す
。

　

以
上
が
、
自
治
基
本
条
例

案
づ
く
り
の
お
お
ま
か
な
流

れ
で
す
。

　

準
備
会
の
メ
ン
バ
ー
募
集

に
つ
い
て
は
、
市
報
６
月　
２０

日
号
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定

で
す
。

�
市
民
の
会
議
と
は

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
自
治
基

本
条
例
と
は
何
か
を
知
り
、

情
報
や
意
見
の
交
換
を
し
な

が
ら
条
例
案
の
具
体
的
な
内

容
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
検

討
す
る
場
で
す
。

　

市
民
の
会
議
と
市
は
、
条

例
案
の
策
定
に
関
す
る
役
割

分
担
や
相
互
協
力
の
内
容
を

定
め
る
協
定
を
締
結
す
る
予

定
で
す
。

問
合
せ　

企
画
政
策
部
自
治

基
本
条
例
担
当
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
８
２

始始

めめ

まま

すす

自自
治治
基基
本本
条条
例例
づづ
くく
りり

市
民
の
会
議
が

条
例
案
を
策
定

自
治
基
本
条
例

自
治
基
本
条
例
�

シ
リ
ー
ズ

　小平市を拠点に練習を行っているコーフボール

クラブ東京の皆さんが、６月末に開催される国際

大会（台湾）に出場するにあたり、市長を表敬訪

問しました。

　コーフボールは、子どもから高齢者まで幅広い

世代が楽しめる球技です。さらに普及させるため

にも、日本代表として頑張りたいと、意気込みを

語ってくれました。

コーフボール日本代表
　　　　　　国際大会に出場

表１　住民税と所得税の違い（平成１７年中に得た所得があった場合）

取扱機関納付方法課税までの流れ

税 務 署

①平成１７年１月～１２月
の毎月の給与やボーナ
スから天引きされ、年
末調整で精算されま
す。
②平成１８年２月１６日～
３月１５日に確定申告を
して納付します。

平成１７年の月々に得た所得から天引
きされている場合が多いです。

平成１７年１２月の年末調整か、平成１８
年の確定申告によって過不足を調整
し、精算となります。

所　

得　

税

市 役 所

①特別徴収の方
平成１８年６月～平成１９年５
月の毎月の給与から天引き
（特別徴収）されます。ボ
ーナスからの天引きや年末
調整はありません。
②普通徴収の方
平成１８年６月・８月・１０月、
平成１９年１月の年４回に分
けて納めていただきます。
納税通知書は、市から送付
します。

上記の年末調整か確定申告によっ
て、平成１７年中の所得が定まります。

定まった所得から税額を計算し、課
税します。

※平成１８年度に課税の対象となる所
得は、平成１７年中に得たものとなり
ます（前年の所得に応じて課税とな
ります。平成１８年１月以降の所得に
係る住民税は平成１９年６月から課税
されます）。

住　

民　

税

個

人

住

民

税

個

人

住

民

税

������������������

表２　住民税（市民税・都民税）の所得割の税率
速算控除税率（※）課税総所得

都　

民　

税

速算控除税率（※）課税総所得
市　

民　

税

０２％～７００万円
０３％～２００万円

１０万円８％～７００万円

７万円３％７００万円超２４万円１０％７００万円超

※課税総所得とは、配偶者控除や扶養控除など、所得から差し引ける控除を引
き、残った額の１,０００円未満を切り捨てたものです。

（１）老年者控除の廃止

平成１８年度平成１７年度
老年者控除

廃　　止４８万円

（３）６５歳以上で、前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に適
用されていた非課税措置が廃止

平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度区　分

課税
（減額なし）

課税
（１/３を控除）

課税
（２/３を控除）非課税所得割住　

民　

税
※市民税 3,０００円
　都民税 １,０００円

※市民税 ２,０００円
　都民税      ６００円

※市民税 １,０００円
　都民税     ３００円非課税均等割

（５）非課税基準の変更
　　個人住民税の均等割、所得割には、それぞれ非課税基準が設けられていますが、
平成１８年度からその基準が変更されます。

非　課　税　基　準

所得金額≦３５万円×（本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数）＋※加算額２２万円均等割非課税平　成
１７年度 所得金額≦３５万円×（本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数）＋※加算額３５万円所得割非課税

所得金額≦３５万円×（本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数）＋※加算額２１万円均等割非課税平　成
１８年度 所得金額≦３５万円×（本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数）＋※加算額３２万円所得割非課税

※「年金収入」は複数の個所から受給している場合は合計額となります。
※「遺族年金」、「障害年金」などは上表の計算には含みません。
※「年金収入」は申告者自身のものの合計で、申告者以外の世帯員が受給する年金は合計し
ません。

平成18年度課税から改正された個人住民税の概要平成18年度課税から改正された個人住民税の概要

　

税
に
関
す
る
事
務
は
、
法
律
や
条
例
な
ど
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
が
わ
か
り
に
く
い
な
ど
の
ご
意
見

を
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
市
税
の
基
本
的

な
内
容
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

�

�

 　

平
成　

年
度
個
人
住
民
税

１８

（
市
民
税
・
都
民
税
）
の
納
税

義
務
者
は
、
平
成　

年
１
月
１

１８

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
で
、
次

に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

▽
市
内
に
住
所
は
な
い
が
家
屋

敷
や
事
務
所
・
事
業
所
な
ど
が

あ
る
方

 　

個
人
住
民
税
と
所
得
税
は
、

と
も
に
個
人
の
所
得
に
対
し
て

課
税
さ
れ
る
税
で
、
課
税
の
対

象
と
な
る
所
得
の
年
分
は
同
じ

で
す
が
、
課
税
方
法
な
ど
に
違

い
が
あ
り
ま
す
。
主
な
相
違
点

は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

 　

個
人
の
住
民
税
に
は
、
市
民

の
方
々
に
均
等
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
「
均
等
割
」
と
、
所
得

に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

「
所
得
割
」
と
が
あ
り
ま
す
。

納

税

義

務

者

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

住

民

税

と

所

得

税

の

違

い

�

�

�

�

�����

�����

�
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個
人
住
民
税
の
税
率

�

�

�

�
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���
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

均
等
割
は
、
４
千
円
で
す

（
都
民
税
分
１
千
円
）。

　

所
得
割
は
、
所
得
に
応
じ
て

税
率
が
３
段
階
に
分
か
れ
て
い

ま
す
（
表
２
参
照
）。
税
率
は
、

標
準
税
率
を
採
用
し
て
お
り
、

他
市
な
ど
と
比
べ
て
、
小
平
市

の
市
民
税
が
高
い
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
所
得
が
増
え
た

り
、
扶
養
の
人
数
に
変
化
が
あ

っ
た
り
し
た
場
合
な
ど
は
、
税

率
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
納
め
て

い
た
だ
く
税
額
は
増
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

 　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

１８

民
税
納
税
通
知
書
（
普
通
徴
収

の
方
）
を
、
次
の
と
お
り
発
送

し
ま
す
。
な
お
、
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
で
納
付
）
の
方

の
税
額
通
知
書
は
、
す
で
に
勤

務
先
へ
発
送
済
み
で
す
。

▽
普
通
徴
収
（
年
４
回
に
分
け

て
個
人
で
納
め
て
い
た
だ
く

方
）
…
６
月
６
日
（
火
）

※
市
民
税
・
都
民
税
を
口
座
振

替
で
納
付
さ
れ
る
方
に
は
、
口

座
振
替
納
税
者
用
の
納
税
通
知

納
税
通
知
書
を
発
送

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

書
を
送
付
し
ま
す
。

▽
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
で

納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
）

…
５
月　

日
（
水
）
に
勤
務
先

１０

へ
発
送
済
み

 　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

１８

民
税
課
税
・
非
課
税
証
明
書
が

必
要
な
方
に
は
、
６
月
６
日

（
火
）
か
ら
証
明
書
発
行
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
（
特
別
徴

収
の
方
は
５
月　

日
（
水
）
か

１０

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
）。

証
明
書
が
必
要
な
方
は

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平成１７年１月１日現在で６５歳に達していた方（昭和１５年１月２日以前に生まれた方）は、平
成１８年度・１９年度は経過措置（所得割・均等割税額の控除）があります。
※均等割の税額について、平成１８年度は本来の税額（市民税３，０００円、都民税１，０００円）の
２／３を控除した金額になっています。

（４）定率減税の縮減
　　平成１８年度の定率減税は、所得割額の７．５％（上限２万円）となります。

固

定

資

産

税

・

固

定

資

産

税

・

都

市

計

画

都

市

計

画

税税

 　

平
成　

年
度
分
の
固
定
資
産

１８

税
・
都
市
計
画
税
は
、
平
成　
１８

年
１
月
１
日
現
在
、
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
の
所
有
者
と
し

て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方
が
、
納
税
義

務
者
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
平
成　

年
中

１８

に
売
買
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
者

が
変
わ
っ
て
も
納
税
義
務
者
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
売
買
契
約
な
ど
で
所

有
期
間
に
応
じ
、
固
定
資
産
税

の
負
担
割
合
を
売
り
主
と
買
い

主
の
双
方
に
割
り
ふ
る
こ
と
が

納

税

義

務

者
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�
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ら
れ
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、　

人
の

１１

審
査
員
が
事
件
の
審
査
に
当
た

り
ま
す
。
審
査
員
は
、
選
挙
権

を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
か

ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
ま
す
。
審

査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、
国

民
の
代
表
と
し
て
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

八
王
子
検
察
審
査
会

事
務
局
�
０
４
２
（
６
４
２
）

５
１
９
５

 　

総
務
省
で
は
、
市
民
生
活
に

欠
か
せ
な
い
電
波
の
利
用
を
保

護
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

関
東
総
合
通
信
局

▽
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・

妨
害
…
�　

（
５
５
６
２
）
７

０３

５
５
５

▽
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障

害
…
�　

（
５
２
２
０
）
５
６

０３

９
０

▽
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
相
談

…
�　

（
５
２
２
０
）５
６
９
３

０３
電
波
利
用
保
護
旬
間

６
月
１
日
〜　

日
１０

 　

小
平
消
防
署
で
は
、
市
民
・

職
員
・
家
族
の
趣
味
展
を
開
催

し
ま
す
。
気
軽
に
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。

と　

き　

６
月
９
日
（
金
）
〜

　

日
（
日
）　

午
前　

時
〜
午

１１

１０

後
４
時

と
こ
ろ　

小
平
消
防
署
３
階
特

設
会
場

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課

�　

（
３
４
１
）
０
１
１
９

０４２

 　

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被

害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が

そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
服
を

持
っ
て
い
る
方
の
た
め
に
「
検

察
審
査
会
」
が
あ
り
ま
す
。
費

用
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

趣

味

展

小
平
消
防
署

検
察
審
査
員
に

選

ば

れ

た

ら

ご

協

力

を

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
当
事
者
間
の
約
束
に
と

ど
ま
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
も

納
税
義
務
者
は
１
月
１
日
現
在

の
所
有
者
と
な
り
ま
す
。

 　

固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
小

平
市
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の

市
で
は
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ

て
い
る
標
準
税
率「
百
分
の　

」
１.４

を
適
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

評
価
方
法
も
総
務
大
臣
が
定
め

た
全
国
同
一
の
「
固
定
資
産
評

価
基
準
」
に
基
づ
き
評
価
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
都
市
計
画
税
は
、
固

定
資
産
税
と
同
じ
評
価
額
を
基

に
税
額
を
算
出
し
ま
す
が
、
都

市
計
画
事
業
な
ど
の
費
用
に
充

て
る
た
め
の
目
的
税
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
各
市
の
都
市
計
画
事

業
な
ど
の
実
施
状
況
に
よ
っ
て

若
干
税
率
が
異
な
っ
て
い
ま

す
。
地
方
税
法
で
は
「
百
分
の

　

を
上
限
」
と
し
て
税
率
を
定

０.３め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
小
平
市
は
昭
和　
６３

年
度
か
ら
「
百
分
の
０
・　

」
２７

と
し
て
い
ま
す
。

税
率
と
評
価
方
法

�

�

�

�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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居
住
用
家
屋
の
敷
地
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
用
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
税
負
担
を
軽
減
す
る

特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
２
百
平
方
�
以

下
の
住
宅
用
地
（
２
百
平
方
�

を
超
え
る
場
合
は
、
住
宅
１
戸

当
た
り
２
百
平
方
�
ま
で
の
部

分
）
を
小
規
模
住
宅
用
地
と
い

い
、
そ
の
課
税
標
準
額
は
評
価

額
の
６
分
の
１
（
都
市
計
画
税

は
３
分
の
１
）
の
額
と
し
、
小

規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用

地
に
つ
い
て
は
３
分
の
１
（
都

市
計
画
税
は
３
分
の
２
）
の
額

と
す
る
特
例
措
置
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
住
宅
を
取
り
壊

し
て
更
地
に
し
た
り
駐
車
場
な

ど
に
活
用
し
た
場
合
、
家
屋
の

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は

無
く
な
り
ま
す
が
、
土
地
に
つ

い
て
は
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

逆
に
、
事
務
所
・
店
舗
な
ど

を
住
宅
の
用
途
に
変
更
し
た
場

合
は
、
申
告
す
る
と
、
住
宅
用

地
の
特
例
措
置
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

 　

所
有
す
る
土
地
の
一
部
を
分

住
宅
用
地
の
特
例
措
置

�
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�
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未
分
筆
私
道
の
非
課
税
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筆
し
て
い
な
い
ま
ま
公
衆
用
道

路
と
し
て
、
不
特
定
多
数
の
方

の
通
行
に
使
わ
れ
、
所
定
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

道
路
面
積
の
わ
か
る
測
量
図
面

を
添
え
て
申
告
す
る
と
、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課

税
に
な
り
ま
す
。
今
年
度
に
申

告
し
た
場
合
は
、
来
年
度
か
ら

の
適
用
と
な
り
ま
す
。

 　

地
価
が
下
が
っ
て
い
る
の
に

土
地
の
税
額
が
上
が
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

平
成
９
年
度
以
降
、
負
担
水
準

（
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
今

年
度
の
評
価
額
に
対
し
て
、
ど

の
程
度
の
水
準
に
あ
る
か
を
示

し
た
も
の
）
の
均
衡
化
を
重
視

す
る
こ
と
を
基
本
的
な
考
え
方

と
し
た
調
整
措
置
が
と
ら
れ
て

き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
今

年
度
も
こ
れ
を
促
進
す
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
負
担
水
準
が

高
い
土
地
は
税
負
担
を
引
き
下

げ
た
り
、
据
え
置
い
た
り
す
る

一
方
、
負
担
水
準
が
低
い
土
地

に
は
な
だ
ら
か
に
税
負
担
を
引

き
上
げ
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
地
価
の
動
向

に
か
か
わ
り
な
く
す
べ
て
の
土

税
負
担
の
調
整
措
置
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地
の
税
額
が
上
が
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
税
額
が
上
が
っ

て
い
る
の
は
、
負
担
水
準
が
低

い
土
地
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
は
税
負

担
の
公
平
を
図
る
た
め
に
、
そ

の
ば
ら
つ
き
を
是
正
し
て
い
る

過
程
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
税
負

担
の
動
き
と
地
価
動
向
と
が
一

致
し
な
い
場
合
、
つ
ま
り
地
価

が
下
落
し
て
い
て
も
税
額
が
上

が
る
と
い
う
場
合
も
生
じ
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
の
税
制

１８

改
正
で
、
負
担
調
整
措
置
か
ら

求
め
る
課
税
標
準
額
の
計
算
方

法
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
個
々

の
土
地
に
よ
り
異
な
り
ま
す

が
、
多
く
の
場
合
、
前
年
度
の

課
税
標
準
額
に
今
年
度
の
評
価

額
（
住
宅
用
地
な
ど
は
特
例
適

用
後
の
額
）
の
５
％
を
加
え
た

額
が
今
年
度
の
課
税
標
準
額
に

な
り
ま
す
。
税
額
は
、
こ
の
課

税
標
準
額
に
税
率
を
か
け
て
算

出
さ
れ
た
額
に
な
り
ま
す
。

 　

新
築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て

は
、
専
用
住
宅
で
あ
れ
ば
、　

５０

平
方
�
以
上
２
百　

平
方
�
以

８０

下
の
床
面
積
な
ど
一
定
の
要
件

に
該
当
す
れ
ば
、
固
定
資
産
税

が
一
定
期
間
減
額
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
新
た
に
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
年
度
か
ら
３
年
度
分
、
百　
２０

新
築
住
宅
の
減
額
措
置

�

�

�

�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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�
�
�
�
�
�
�
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市
税
の
納
付
に
は
、
金
融
機

関
な
ど
が
あ
な
た
の
口
座
か
ら

自
動
的
に
納
付
し
て
く
れ
る
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

申
込
方
法　

▽
金
融
機
関
・
郵

便
局
へ
申
込
み
…
納
税
通
知
書

と
預
（
貯
）
金
通
帳
、
届
出
印

を
お
持
ち
に
な
れ
ば
簡
単
に
手

続
き
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
市

外
の
金
融
機
関
な
ど
に
は
口
座

振
替
依
頼
書
が
置
い
て
い
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

▽
市
役
所
へ
の
申
込
み
…
口
座

振
替
を
利
用
し
て
い
な
い
方

へ
、
当
初
の
納
税
通
知
書
に
市

受
付
用
の
口
座
振
替
依
頼
書
を

同
封
し
て
い
ま
す
。
こ
の
依
頼

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
申

請
印
お
よ
び
預
（
貯
）
金
通
帳

の
届
出
印
を
押
印
し
て
市
役
所

に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
こ
の
場
合
は
、
第
２
期
以

降
か
ら
の
振
替
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

納
税
に
は
便
利
な

口

座

振

替

を

 　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い

る
法
人
や
個
人
の
方
は
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
機
械
や

設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償

却
資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家

屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

償

却

資

産
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�

���
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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平
方
�
を
限
度
と
し
て
、
税
額

が
２
分
の
１
に
減
額
さ
れ
る
も

の
で
す
。

　

な
お
、
３
階
建
以
上
の
中
高

層
耐
火
住
宅
に
つ
い
て
は
、
５

年
度
分
、
税
額
が
２
分
の
１
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
１
月
２
日

１４

か
ら
平
成　

年
１
月
１
日
ま
で

１５

（
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火

住
宅
は
平
成　

年
１
月
２
日
か

１２

ら
平
成　

年
１
月
１
日
ま
で
）

１３

に
新
築
さ
れ
、
減
額
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
住
宅
は
、
減
額
期

間
満
了
に
よ
り
、
平
成　

年
度

１８

か
ら
は
、
本
来
の
全
額
課
税
と

な
り
ま
す
。

 　

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に

５７

建
築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、

耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改
修

（
平
成　

年
１
月
１
日
以
後
に

１８

完
了
し
た
も
の
に
限
り
ま
す
）

を
し
た
場
合
、
完
了
後
３
か
月

以
内
の
申
請
に
よ
り
、
工
事
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
か
ら

固
定
資
産
税
が
一
定
期
間
減
額

さ
れ
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務
課

家
屋
評
価
係
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

耐
震
改
修
住
宅
の

減

額

措

置
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左表で求めた
金額が所得に
なります。

※加算額は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普

通
徴
収
（
第
１
期
）

※
納
付
は
、
６
月　

日
３０

（
金
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
市
民
税
・
都
民
税
の
納

税
通
知
書
は
、
６
月
６
日

（
火
）
に
発
送
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

�
夜
間
納
税
窓
口

と　

き　

６
月　

日（
月
）

２６

　

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
納
税
通
知
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

６月

今月の

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　

◇　
　

◇

問
合
せ　

▽
市
民
税
・
都
民
税

…
税
務
課
市
民
税
普
通
徴
収 

係
・
市
民
税
特
別
徴
収
係
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
２
・
９
５

２
３

▽
軽
自
動
車
税
…
税
務
課
庶
務

係
�　

（
３
４
６
）
９
５
２
１

０４２

▽
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

…
税
務
課
土
地
評
価
係
・
家
屋

評
価
係
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
４
・
９
５
２
５

▽
市
税
の
納
付
…
収
納
課
管
理

係
・
収
納
係
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
６
・
９
５
２
７
・
９
５

２
８

▽
都
税
…
小
平
都
税
支
所
（
花

小
金
井
１
�
６
�　

）
�
０
４

２０

２
（
４
６
４
）
０
０
７
０

▽
国
税
…
東
村
山
税
務
署
（
東

村
山
市
本
町
１
�　

�　

）
�

２０

２２

　

（
３
９
４
）
６
８
１
１

０４２

※
一
度
手
続
き
を
す
れ
ば
、
翌

年
度
以
降
も
継
続
し
て
口
座
振

替
さ
れ
ま
す
。

�
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
皆
さ

ん
へ

　

振
替
済
み
の
お
知
ら
せ
は
、

発
送
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
振
替
納
税
を
確
認

す
る
書
面
が
必
要
な
場
合
は
、

収
納
課
ま
で
お
申
し
付
け
く
だ

さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

収
納
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
６

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

〈参考〉夫婦と子が２人いる家庭（妻と子は収入がないものとする）の、夫の非課税限度額
平成１８年度平成１７年度

所得が１６１万円（給与収入で約２５５万円）まで所得が１６２万円（給与収入で約２５７万円）まで均等割が非課税
所得が１７２万円（給与収入で約２７１万円）まで所得が１７５万円（給与収入で約２７５万円）まで所得割が非課税

※ここからさらに扶養親族が１人増えると、３５万円分非課税限度額が上がります（上表の給
与額より金額が高くても非課税になることがあります）。

（２）公的年金等控除額の変更（６５歳以上の方）

年金所得金額年金収入金額

「年金収入」－１２０万円３３０万円以下

平成１８年度
か　ら

「年金収入」×０．７５－ ３７万５千円～４１０万円以下

「年金収入」×０．８５－ ７８万５千円～７７０万円以下

「年金収入」×０．９５－１５５万５千円７７０万円超


